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１ 開 会

○高木教育部長 只今から、平成２７年度第

１回美幌町総合教育会議を開催いたします。

本日、会議次第３の教育委員紹介までの議事

進行を行います教育部長の高木でございま

す。よろしくお願いいたします。

本日は、初めての会議となりますが、本会

議は、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第１条の４第６項の規定により、原則公

開となります。本日、傍聴を希望されている

方がおいでになっておりますけれども、会議

の設置要綱の中身、また傍聴要領の詳細につ

いては、後ほどご確認を頂きますけれども、

本日の会議は公開するということで確認をし

たいと思いますが、これについてご異議ござ

いますか。

○構成員一同 （異議なしの声あり）

○高木教育部長 それでは、会議は公開で進

めることといたします。

まず最初に、皆様、すでに十分ご承知のこ

とと思いますが、この総合教育会議について

簡単にご説明したいと思います。資料１をご

覧ください。

地方教育行政の基本的な実施体制を定めて

おります「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律」が、平成２６年６月２０日に一部

改正され、平成２７年４月１日から施行され

ました。この改正のきっかけは、いじめによ

り尊い命が失われたことにあったわけでござ

いますが、改正の主な目的は、地方教育行政

における責任体制の明確化、迅速な危機管理

体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会

との連携強化などとなっているところでござ

います。

まず、第１条の３第１項で、地方公共団体

の長が、教育、学術及び文化の振興に関する

総合的な施策の大綱を定めることとなりまし

た。

そして、第１条の４では、大綱を定めるた

めの協議、また、第１項の１号、２号に掲げ

る事項の協議または調整を行うため、「総合

教育会議」を設けることを地方公共団体の長

に義務づけられたところでございます。

会議の構成員は、地方公共団体の長及び教

育委員会で、会議の招集は地方公共団体の長

です。会議は原則公開、会議は施策等につい

て決定する場ではございませんが、この場で

事務の調整が行われた事項については、その

調整結果を尊重しなければならないとされて

おります。

以上、改めてということで、簡単にご説明

させて頂きました。なお、資料２につきまし

ては、「教育委員会制度、こう変わる」のパ

ンフで主な変更点を図解したパンフレットで

ございます。資料３につきましては、平成２

６年６月２０日の法律の一部改正に関する通

知文の全文でございます。後ほどご説明させ

て頂きたいと思います。

それでは、お手元の次第に基づき、会議を

進行いたします。

─────────────────────

２ 町長挨拶

○高木教育部長 会議次第２、町長挨拶、会

議の主宰者であります、土谷町長からご挨拶

頂きます。町長、お願いいたします。

○土谷町長 皆様、こんにちは。本日は第１

回目の美幌町総合教育会議に時節柄、大変お

忙しい中、ご出席をいただき心より感謝申し

上げます。

只今、この総合教育会議についての説明が

ありましたが、このことについて特別私から

申し上げるべき事はございませんけれども、

何れにいたしましても今注目されている教育

行政についてであります。本日は大綱につい

てのご提言をさせていただきたいと考えてお

ります。従来より沖田委員長はじめ教育委員

の皆様には美幌町の教育の発展、充実のため

に大変ご尽力をいただいておりますが、引き

続きお力添えを賜りますよう心からお願い申

し上げまして、私からの挨拶にかえさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。
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○高木教育部長 ありがとうございました。

─────────────────────

３ 教育委員紹介

○高木教育部長 次に、会議次第３、教育委

員紹介、ということで、私から改めて、教育

委員のご紹介をさせて頂きます。

平成１４年９月２９日から委員、現在、委

員長であります沖田滋委員長でございます。

○沖田委員長 よろしくお願いいたします。

○高木教育部長 平成２１年９月２８日から

委員、現在、委員長職務代理者であります加

藤哲彦委員でございます。

○加藤委員 よろしくお願いいたします。

○高木教育部長 平成２４年９月１日から委

員であります久山昌樹委員でございます。

○久山委員 よろしくお願いいたします。

○高木教育部長 平成２３年９月２９日から

委員であります猪本里美委員でございます。

○猪本委員 よろしくお願いいたします。

○高木教育部長 平成２４年９月１日から教

育長であります平野浩司教育長でございま

す。

○平野教育長 よろしくお願いいたします。

○高木教育部長 以上で紹介を終わります。

これより先の議事進行につきましては、土谷

町長にお願いいたします。

─────────────────────

４ 議事（１）総合教育会議について

○土谷町長 それでは、会議次第４、議事の

（１）総合教育会議について、事務局から説

明願います。なお、会議の中でのご発言につ

きましては、着席で進めたいと思いますの

で、よろしくお願いします。また、ご発言の

際は挙手をお願いします。

それでは、事務局お願いします。

○石澤学校教育主幹 学校教育主幹の石澤で

ございます。

（１）の総合教育会議の説明につきまして

は、資料４、５、６となります。はじめに、

資料４、美幌町総合教育会議設置要綱（案）

をご覧ください。

地方教育行政の組織及び運営に関する法

律、第１条の４第１項におきまして、総合教

育会議を設けるものとされていることから、

町の設置要綱を定めて、会議の円滑な進行を

図ろうとするものでございます。

まず、第１条では、要綱制定の目的を定め

ております。

次に、第２条では、所掌事務といたしまし

て、一つ目が美幌町の教育、学術及び文化の

振興に関する総合的な施策の大綱の策定、二

つ目が美幌町の教育を行うための諸条件の整

備、その他の地域の実情に応じた教育、学術

及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき

施策、三つ目に児童生徒等の生命又は身体に

現に被害を生じ、又はまさに被害が生ずる恐

れがあると見込まれる場合等の緊急の場合に

講ずべき措置の三つについて、協議及び事務

の調整等を行うものとしてございます。

次に、第３条では、組織といたしまして、

総合会議は、町長及び教育委員会をもって構

成するとしてございます。

次に、第４条では、招集といたしまして、

第１項で、総合会議は町長が招集し、総合総

合会議の議長となるとしてございます。第２

項では、教育委員会は、その権限に属する事

務に関して協議する必要があると思料すると

きは、町長に対し、協議すべき具体的事項を

示して、総合教育会議の招集を求めることが

できるとしてございます。

次に、第５条では、意見の聴取といたしま

して、第２条の協議等を行うにあたって必要

があると認めるときは、関係者又は学識経験

を有する者から、当該協議等に関する意見を

聴くことができるとしてございます。

次に、第６条では、会議の公開といたしま

して、総合会議は、公開とするとしてござい

ます。また、ただし書きとして、非公開とす

ることができる旨も規定してございます。

次に、第７条では、会議の傍聴といたしま

して、後ほど、傍聴要領のご説明をさせて頂

きます。

次に、第８条では、議事録の作成及び公表
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といたしまして、第１項では、議事録の作成

と公表を規定し、第２項では、公表をホーム

ページで行うことと規定してございます。

次に、第９条では、調整結果の尊重といた

しまして、総合会議において、構成員の事務

の調整が行われた事項については、当該構成

員は、その調整の結果を尊重しなければなら

ないとしてございます。

次に、第１０条では、庶務といたしまし

て、総合教育会議の庶務は、教育委員会事務

局において処理するとしてございます。

次に、第１１条では、その他でございまし

て、附則として、この要綱は、本日、平成２

７年９月２日から施行しようとするものでご

ざいます。

以上でございます。

○土谷町長 只今ご説明しました要綱（案）

につきまして、何かご意見等はございますで

しょうか。なければ、ご承認ということでよ

ろしいでしょうか。

○構成員一同 （異議なしの声あり）

○土谷町長 それでは、案を削除願いまし

て、会議の運営につきましては、今後この要

綱に基づいて行って参りたいと思います。

続けて、資料５、美幌町総合教育会議傍聴

要領（案）について、事務局から説明願いま

す。

○石澤学校教育主幹 それでは、資料５、美

幌町総合教育会議傍聴要領（案）をご覧くだ

さい。

まず、１、傍聴人の定数についてでござい

ます。傍聴人の人数は定めないこととする。

ただし、会場における適正人数を超える場合

は、傍聴人の人数を制限できるとしてござい

ます。

次に、２、傍聴の手続についてでございま

す。会議を傍聴しようとする者は、受付にお

いて住所及び氏名を受付簿に記入し、事務局

の指示に従うこととしてございます。

次に、３、傍聴人の入場制限についてでご

ざいます。（１）～（６）まで傍聴席に入る

ことができない者について定めることとして

ございます。

次に、４、傍聴人の遵守事項についてでご

ざいます。（１）～（８）まで傍聴人の守る

べき事項について定めることとしてございま

す。

次に、５、事務局の指示についてでござい

ます。傍聴人は、事務局の指示に従わなけれ

ばならないこととし、従わないときは、事務

局は傍聴人を会場から退場させることができ

るものとしてございます。

次に、６、その他でございまして、本要領

は、本日、平成２７年９月２日から適用しよ

うとするものでございます。

以上でございます。

○土谷町長 只今ご説明しました要領（案）

につきまして、何かご意見等はございますで

しょうか。

なければ、ご承認ということでよろしいで

しょうか。

○構成員一同 （異議なしの声あり）

○土谷町長 それでは、案を削除願いまし

て、会議の傍聴につきましては、今後この要

領に基づいて行って参りたいと思います。続

けて、資料６、総合教育会議の開催スケ

ジュール（案）について、事務局から説明願

います。

○石澤学校教育主幹 それでは、資料６、総

合教育会議の開催スケジュール（案）をご覧

ください。左側が総合教育会議の開催予定一

覧でございます。

２回目の会議につきましては、１０月上旬

頃の予定といたしまして、協議題としては、

一つ目として、大綱原案の協議、二つ目とし

て、翌年度以降重点的に進める事業等（予算

関連）の協議を行えるよう、この時期を想定

してございます。

３回目の会議につきましては、１２月末ま

での予定といたしまして、協議題としては、

大綱の決定、公表を年内を目途にということ

で、この時期に想定してございます。

今年度考えているスケジュールにつきまし

ては以上でございます。
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○土谷町長 只今ご説明しましたスケジュー

ル案につきまして、何かご意見等はございま

すでしょうか。非常に短い期間で大きな大綱

をつくるということでございますが、このよ

うな形で進めさせていただくということでよ

ろしいでしょうか。

○構成員一同 （異議なしの声あり）

○土谷町長 それでは、今後、このスケ

ジュールを基本として、私からの招集、又は

教育委員会の求めに応じた招集、ということ

で進めさせて頂きます。

─────────────────────

（２）大綱の策定について

○土谷町長 それでは、次に、（２）大綱の

策定について、事務局から説明願います。

○石澤学校教育主幹 それでは、大綱の策定

について説明させて頂きます。資料３、６頁

をご覧ください。

第三、大綱の策定についてとありますが、

地教行法の改正によりまして、①地方公共団

体の長は、教育基本法第17条第１項に規定す

る基本的な方針を参酌し、その地域の実情に

応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文

化の振興に関する総合的な施策の大綱を定め

る。②地方公共団体の長は、大綱を定め、又

はこれを変更しようとするときは、あらかじ

め、総合教育会議において協議する。③地方

公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならないこととなりました。

次に、７頁の２、留意事項になりますが、

地方公共団体の長は民意を代表する立場であ

るとともに、教育委員会の所管事項に関する

予算の編成・執行や条例提案など重要な権限

を有しております。また、近年の教育行政に

おいては福祉や地域振興などの一般行政との

密接な連携が必要となっていることから、今

回の法改正においては、地方公共団体の長に

大綱の策定を義務付けることにより、地域住

民の意向のより一層の反映と地方公共団体に

おける教育、学術及び文化の振興に関する施

策の総合的な推進を図るものとされたもので

ございます。

次に、（１）大綱の定義でございますが、

①大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文

化の振興に関する総合的な施策について、そ

の目標や施策の根本となる方針を定めるもの

であり、詳細な施策について策定することを

求めているものではないこと。④大綱が対象

とする期間については、法律で定められてい

ないが、地方公共団体の長の任期が４年であ

ることや、国の教育振興基本計画の対象期間

が５年であることを鑑み、４年～５年程度を

想定しているものであることとなってござい

ます。

次に、（２）大綱の記載事項につきまして

は、①大綱の主たる記載事項は、各地方公共

団体の判断に委ねられているものであるが、

主として、学校の耐震化、学校の統廃合、少

人数教育の推進、総合的な放課後対策、幼稚

園・保育所・認定こども園を通じた幼児教

育・保育の充実等、予算や条例等の地方公共

団体の長の有する権限に係る事項についての

目標や根本となる方針が考えられること。②

大綱は、教育行政における地域住民の意向を

より一層反映させる等の観点から、地方公共

団体の長が策定するものとしているが、教育

行政に混乱を生じることがないようにするた

め、総合教育会議において、地方公共団体の

長と教育委員会が十分に協議・調整を尽くす

ことが肝要であることとなってございます。

次に、（３）地方教育振興基本計画その他

の計画との関係ということで、①地方公共団

体において、教育基本法第17条第２項に規定

する教育振興基本計画その他の計画を定めて

いる場合には、その中の目標や施策の根本と

なる方針の部分が大綱に該当すると位置付け

ることができると考えられることから、地方

公共団体の長が、総合教育会議において教育

委員会と協議・調整し、当該計画をもって大

綱に代えることと判断した場合には、別途、

大綱を策定する必要ないこととなってござい

ます。
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本町におきましては、教育基本計画等、こ

れらに準ずる計画がないことから、大綱を策

定することになろうかと思います。

大綱に記載すべき事項といたしましては、

教育、学術、文化、スポーツに関することと

なりますが、地域の実情に応じて設定するこ

ととされており、必ずしも網羅的に記載する

必要はないことから、具体的には、町の最上

位計画である総合計画と、まさにその総合計

画にうたわれている教育行政との整合性を図

りながら、この大綱を策定していくというよ

うな内容になってくるかと思っております。

また、教育委員会には教育目標がありますの

で、それに沿った形で美幌の教育が進められ

ていくこととなると思います。

なお、資料７につきましては、それぞれ、

国の教育基本計画・北海道教育推進計画・美

幌町総合計画等の計画について、対比する項

目を簡略したものでございますので、あわせ

てご確認頂ければと思います。

スケジュールにつきましては、先ほど、ご

承認いただきましたとおり、次回以降の総合

教育会議に、大綱（案）のたたき台をお示し

させて頂きたいと考えております。

以上でございます。

○土谷町長 只今、ご説明しました大綱の概

要や策定のスケジュール等々につきまして、

何かご意見等はございますでしょうか。

なお、たたき台については、次回以降の総

合教育会議でお示しをして、検討・協議に入

ることにしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。

○構成員一同 （異議なしの声あり）

○土谷町長 それでは、次回以降の総合教育

会議で大綱のたたき台をお示しするというこ

とで進めさせて頂きます。

─────────────────────

（３）その他

○土谷町長 次に、（３）その他について、

事務局から何かありますか。

○高木教育部長 事務局で用意しているもの

はございません。

○土谷町長 教育委員の皆さんから何かあり

ますか。

○構成員一同 （ありませんの声あり）

○土谷町長 なければこれで閉じたいと思い

ますがよろしいでしょうか。

○構成員一同 （はい、との声あり）

─────────────────────

閉 会

○土谷町長 教育委員さんには今後とも大綱

を策定するにあたってお力添えをいただきま

すよう重ねてお願い申し上げまして、終了さ

せていただきます。

本日はありがとうございました。

１６時２６分 閉会


